














資料ＮＯ．８ 

制定の目的の条文の議論に関する検討素材 
 
 

・「透明性」及び「区民の参加」を盛り込む場合 

 
（案１） 
この条例は、公文書が区政に対する区民の知る権利に不可欠な区民共有の知

的資源として、区民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書の適

正な管理が情報公開の基盤であるとの認識の下、公文書の管理に関する基本的

事項を定めること等により、公文書の適正な管理を図り、もって区政の透明性

を確保し、区政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、区民の区

政への参加を推進し、区の有するその諸活動を現在及び将来の区民に説明する

責務が全うされるようにすることを目的とする。 
 
（案２） 
この条例は、公文書が区政に対する区民の知る権利に不可欠な区民共有の知

的資源として、区民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書の適

正な管理が情報公開の基盤であるとの認識の下、公文書の管理に関する基本的

事項を定めること等により、公文書の適正な管理を図り、もって適正かつ効率

的で透明性の高い区政運営が確保されるようにするとともに、区民の区政参加

を推進し、現在及び将来にわたり区の説明責任が全うされるようにすることを

目的とする。 
 

 

参考 

世田谷区情報公開条例（平成１３年３月１３日条例第６号） 抜粋  

（目的） 

第１条 この条例は、行政情報の開示を請求する区民の権利を明らかにし、区

民の知る権利を保障するとともに、情報の公開の総合的な推進に関し必要な事

項を定め、もって区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、区

民の区政参加を推進し、区民との信頼関係の下に公正で開かれた区政を実現す

ることを目的とする。 

 



世田谷区の電子メールの保存環境の仕組み 資料ＮＯ．９

所属メール・個人メールともに、メールを

開き「名前を付けて保存」で庁内ファイル

サーバに保存ができる。

各所属の共有フォルダ（所属職員のみが

データの保存・編集・削除可能）

マイドキュメント（個人に割り当てられた

フォルダ。他者から閲覧不可。ショート

庁内メール（Microsoft Outlook）
・所属メールボックス

・個人メールボックス

＜内部情報系ネットワーク内＞

庁内ファイルサーバ※
＜内部情報系ネットワーク内＞ ＜内部情報系ネットワーク内＞

総合文書管理システムサーバ

総合文書管理システム

→文書の収受、作成から決定、保存及
び廃棄までの文書のライフサイクルを一

元的に管理するシステムであり、文書の

保管単位ごとに総合文書管理システム

用のメールアドレスが付与されている。

Outlookから所属または個人のメールアドレスにて受信したメールを
総合文書管理システムに転送すると、保存ができる。本文及び添付

ファイルがシステムに収受待ち文書として登録され、その後、収受

登録・供覧・起案に伴う処理をした後に保存する。

保存期間は、文書管理規程別表による。

※庁内ファイルサーバ内に記録された

電磁的記録の保管期間は、１年又は１

年未満であるが、必要に応じて延長す

ることができる（文書管理規程別表４）。

所属あてのメールは、定期的に自動削除

はされないが、サーバ容量不足によって

送受信が不可となる等の理由から、長期

保存には適していない。

外部メール（Microsoft Outlook）
・所属メールボックス

・個人メールボックス

インターネット接続サーバ

無害化通信

（リスク分断）

庁内メール環境からの外部への送信は不

可能。外部からの受信は無害化され、

メール本文のみが庁内メール環境に送ら

れる。


